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１
．
は
じ
め
に

　

本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
を
迎
え
る
中
で
、

わ
が
国
経
済
社
会
の
活
力
を
維
持
し
持
続
的

な
発
展
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、
働
く
意

欲
と
能
力
の
あ
る
す
べ
て
の
人
々
が
、
そ
の

能
力
を
発
揮
し
、
安
心
し
て
働
き
、
安
定
し

た
生
活
が
で
き
る
社
会
、
い
わ
ば
、「
全
員
参

加
型
社
会
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
と
く
に
、
団
塊
の
世
代
が
二
〇
〇
七
年

よ
り
六
〇
歳
を
迎
え
、
定
年
到
達
者
が
大
幅

に
増
え
、
二
〇
一
二
年
に
は
六
五
歳
に
到
達

し
始
め
る
こ
と
、
二
〇
一
三
年
度
か
ら
報
酬

比
例
部
分
の
年
金
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上

げ
が
始
ま
り
、
六
〇
歳
台
前
半
は
段
階
的
に

年
金
が
ま
っ
た
く
支
給
さ
れ
な
く
な
る
こ
と

等
か
ら
、
高
齢
者
の
能
力
を
活
用
す
る
た
め

の
取
り
組
み
を
早
急
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）
で
は
、「
高
齢
者
の
就
労
促

進
に
関
す
る
研
究
」
を
立
ち
上
げ
、
高
齢
者

が
そ
の
意
欲
と
能
力
を
発
揮
で
き
、
年
齢
に

か
か
わ
り
な
く
働
く
こ
と
が
で
き
、
高
齢
者

の
就
業
率
が
高
ま
る
よ
う
な
環
境
整
備
の
在

り
方
に
つ
い
て
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
研
究
を

行
っ
て
い
る
。
研
究
二
年
度
目
は
、
高
齢
者

雇
用
関
連
の
法
制
度
が
整
備
さ
れ
る
中
で
、

各
企
業
の
高
齢
者
の
雇
用
や
採
用
に
関
わ
る

最
近
の
取
り
組
み
等
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

企
業
調
査
「
高
齢
者
の
雇
用
・
採
用
に
関
す

る
調
査
」
を
二
〇
〇
八
年
に
実
施
し（
１
）、

さ
ら
に
、
本
調
査
を
用
い
た
、
よ
り
詳
細
な

分
析
に
つ
い
て
、
別
途
、
労
働
政
策
研
究
報

告
書
№
120
「
継
続
雇
用
等
を
め
ぐ
る
高
齢
者

就
業
の
現
状
と
課
題
」（
二
〇
一
〇
年
）
と
し

て
と
り
ま
と
め
た（
２
）。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
高
齢
者
の
雇
用
・

採
用
に
関
す
る
調
査
」
の
主
な
結
果
に
つ
い

て
継
続
雇
用
を
中
心
に
紹
介
し
、
定
年
退
職

と
継
続
雇
用
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
概
観

す
る
。

　

２ 

．「
高
齢
者
の
雇
用
・
採
用

に
関
す
る
調
査
」
の
概
要

　

農
林
魚
業
、
鉱
業
、
複
合
サ
ー
ビ
ス
業
を

除
く
、
全
国
の
従
業
員
数
五
〇
人
以
上
の
民

間
企
業
一
万
五
〇
〇
〇
社
（
東
京
商
工
リ
サ

ー
チ
の
企
業
情
報
か
ら
、「
平
成
一
八
年
事
業

所
・
企
業
統
計
調
査
」
の
企
業
数
に
合
わ
せ

高
齢
者
の
雇
用
・
採
用
に
関
す
る
調
査

前
・
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ　

統
括
研
究
員　

藤
井　

宏
一　

図表１　継続雇用制度の対象者（継続雇用制度のある企業）（n=3506）
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図表２　 継続雇用制度の対象者の基準（複数回答）（継続雇用の対象者につい
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て
、
業
種
・
規
模
別
に
層
化
無
作
為
抽
出
）

を
対
象
に
、
二
〇
〇
八
年
八
月
一
七
日
〜
九

月
一
日
に
実
施
し
た
郵
送
調
査
で
、
調
査
時

点
は
二
〇
〇
八
年
八
月
一
日
現
在
で
、
有
効

回
収
数
三
八
六
七
社
、有
効
回
収
率
は
二
五
・

八
％
と
な
っ
て
い
る
。
回
答
企
業
の
属
性
は
、

業
種
別
に
は
製
造
業
二
六
・
八
％
、
非
製
造

業
七
〇
・
九
％
（
う
ち
卸
売
・
小
売
業
一
九
・

二
％
、
サ
ー
ビ
ス
業
一
六
・
三
％
、
運
輸
業

八
・
〇
％
等
）（
無
回
答
二
・
三
％
）
で
あ
り
、

従
業
員
規
模
別
に
は
、一
〇
〇
〇
人
以
上
三
・

四
％
、
三
〇
〇
〜
九
九
九
人
一
〇
・
八
％
、

一
〇
〇
〜
二
九
九
人
三
六
・
二
％
、
五
〇
〜

九
九
人
四
一
・
二
％
、
四
九
人
以
下
六
・
七

％
と
中
小
規
模
の
企
業
が
多
い（
無
回
答
一
・

七
％
）（
３
）。

　

３ 

．「
高
齢
者
の
雇
用
・
採
用

に
関
す
る
調
査
」
の
結
果
概

要

（
１
）
六
〇
歳
到
達
後
の
正
社
員
の

確
保
の
状
況

①
定
年
制
の
状
況

　

二
〇
〇
八
年
八
月
一
日
現
在
、
正
社
員
に

つ
い
て
「
定
年
制
が
あ
る
企
業
」
が
九
四
・

八
％（「
全
員
定
年
が
あ
る
」九
二
・
八
％
、「
定

年
が
あ
る
正
社
員
と
、な
い
正
社
員
が
い
る
」

二
・
〇
％
）
と
大
多
数
で
あ
る
。「
全
員
、

定
年
が
な
い
」
は
一
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。

定
年
制
が
あ
る
企
業
の
う
ち
定
年
年
齢
（
対

象
者
が
最
も
多
い
年
齢
）
は
、「
六
〇
歳
」
が

八
六
・
一
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
六
五

歳
」
が
九
・
二
％
等
で
、「
七
〇
歳
」
は
〇
・

二
％
、「
六
五
歳
以
上
計
」
で
は
九
・
四
％
で

あ
る
。

②
継
続
雇
用
制
度
の
状
況

１
）
継
続
雇
用
制
度
の
実

施
状
況

　

正
社
員
の
定
年
制
の
あ

る
企
業
（
三
六
六
五
社
）

の
う
ち
、
定
年
ま
で
勤
め

た
正
社
員
を
対
象
と
す
る

継
続
雇
用
制
度
が「
あ
る
」

企
業
が
九
五
・
七
％
と
大

多
数
で
、「
な
い
」
企
業
は

四
・
三
％
で
あ
る（
４
）。

継
続
雇
用
制
度
が
あ
る
企

業
（
三
五
〇
六
社
）
の
う

ち
、
上
限
年
齢
を
「
定
め

て
い
る
」
企
業
が
七
九
・

九
％
で
、「
定
め
て
い
な

い
」
企
業
が
一
九
・
七
％

で
あ
る
。
継
続
雇
用
制
度

の
上
限
年
齢
を
定
め
て
い

る
企
業
（
二
八
〇
八
社
）

の
上
限
年
齢
（
対
象
者
が

最
も
多
い
上
限
年
齢
）
は
、

「
六
五
歳
」
が
八
三
・
五

％
と
大
多
数
、次
い
で「
六

三
歳
」
が
六
・
四
％
、「
六

四
歳
」
四
・
一
％
、「
七
〇

歳
」
一
・
四
％
等
で
、「
六
五
歳
以
上
計
」
で

は
八
六
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。

２
）
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
・
基
準　

　

継
続
雇
用
制
度
が
あ
る
企
業
に
つ
い
て
、

そ
の
対
象
者
を
、「
希
望
者
全
員
」
と
し
て
い

る
企
業
が
三
割
（
二
九
・
八
％
）
で
、「
希
望

者
の
う
ち
、
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
に
つ

い
て
の
基
準
に
適
合
す
る
者
」
と
す
る
企
業

が
七
割
（
七
〇
・
二
％
）
と
な
っ
て
い
る
（
図

表
１
）。

　

継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
「
基
準
に
適

合
す
る
者
」
と
す
る
企
業
に
つ
い
て
、
基
準

の
内
容
（
複
数
回
答
）
を
み
る
と
、「
健
康
上

支
障
が
な
い
こ
と
」（
九
一
・
一
％
）、「
働
く

意
思
・
意
欲
が
あ
る
こ
と
」（
九
〇
・
二
％
）

が
九
割
と
高
く
、
次
い
で
「
出
勤
率
、
勤
務

態
度
」（
六
六
・
五
％
）、「
会
社
が
提
示
す
る

職
務
内
容
に
合
意
で
き
る
こ
と
」（
五
三
・
二

％
）、「
一
定
の
業
績
評
価
」（
五
〇
・
四
％
）

等
一
定
の
要
件
を
挙
げ
る
企
業
が
多
く
な
っ

て
い
る
（
図
表
２
）。　
　

３
）
継
続
雇
用
制
度
の
雇
用
・
勤
務
形
態

　

正
社
員
を
定
年
後
、
継
続
雇
用
し
た
際
の

雇
用
・
就
業
形
態
に
つ
い
て
は
、「
嘱
託
・
契

約
社
員
」
が
、
複
数
回
答
で
八
割
（
七
九
・

四
％
）、
最
も
該
当
者
が
多
い
形
態
で
七
割

（
六
九
・
〇
％
）
と
大
多
数
で
あ
り
、
次
い

で
、「
正
社
員
」、「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」

等
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
３
）。

４
）
継
続
雇
用
制
度
の
活
用
希
望
者
及
び
適

用
者
の
状
況

　

定
年
に
到
達
し
た
正
社
員
の
う
ち
、
継
続

雇
用
制
度
の
活
用
を
希
望
し
て
い
る
人
の
割

合
（
過
去
三
年
間
で
の
お
お
よ
そ
の
平
均
）

に
つ
い
て
、「
定
年
到
達
者
が
い
な
い
」
を
除

い
た
企
業
に
関
す
る
集
計
を
み
る
と
、「
全

員
」三
〇
・
二
％
、「
九
〇
〜
一
〇
〇
％
未
満
」

が
二
二
・
二
％
と
、
九
〇
％
以
上
が
過
半
数

図表３　 継続雇用時の雇用・就業形態（複数回答）（継続雇用制度のある企
業）(n=3506)

23.0 

79.4 

18.7 

3.2 

1.4 

1.6 

16.7 

69.0 

5.8 

0.9 

1.0 

6.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

正社員

嘱託・契約社員

パート・アルバイト

関連会社の従業員

その他

無回答

（％）

継続雇用時の
雇用・就業形態

（複数回答）
最も該当者が
多い雇用・就業

形態

図表４　 継続雇用制度の活用を希望した正社員のうち、実際に継続雇用されて
いる人の割合（過去３年間でのおおよその平均）（継続雇用制度のあ
る企業）（n=3506（「定年到達者がいない」を除いた企業：n＝
2946））

4.8 

1.6 

1.3 

2.1 

1.9 

3.1 

4.8 

16.7 

45.8 

16.0 

1.8 

5.7 

1.9 

1.6 

2.5 

2.3 

3.6 

5.8 

19.9 

54.4 

2.2 

0 10 20 30 40 50 60

10％未満

10～30％未満

30～50％未満

50～60％未満

60～70％未満

70～80％未満

80～90％未満

90～100未満

全員

定年到達者がいない

無回答

（％）

継続雇用制度のある企業

うち「定年到達者がいない」を除

いた企業



特集―定年退職と継続雇用

Business Labor Trend 2010.11

12

と
な
っ
て
い
る
（
継
続
雇
用
制
度
の
あ
る
企

業
全
体
で
は
、「
全
員
」
が
二
五
・
三
％
、「
九

〇
〜
一
〇
〇
％
未
満
」
が
一
八
・
六
％
、「
定

年
到
達
者
が
い
な
い
」
一
六
・
三
％
等
）。

　

継
続
雇
用
制
度
の
活
用
を
希
望
し
た
正
社

員
の
う
ち
、
実
際
に
継
続
雇
用
さ
れ
て
い
る

割
合（
過
去
三
年
間
で
の
お
お
よ
そ
の
平
均
）

に
つ
い
て
、「
定
年
到
達
者
が
い
な
い
」
を
除

い
た
企
業
に
関
す
る
集
計
を
み
る
と
、「
全

員
」
が
五
四
・
四
％
と
過
半
数
で
あ
り
、
四

分
の
三
（
七
四
・
三
％
）
の
企
業
で
九
〇
％

以
上
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
４
）。

③
六
〇
歳
に
到
達
す
る
前
の
正
社
員
等
を
対

象
と
す
る
制
度

　

六
〇
歳
に
到
達
す
る
前
の
正
社
員
を
対
象

と
し
た
制
度
に
つ
い
て
、
ⅰ
）
六
〇
歳
以
降

の
働
き
方
や
生
活
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
・
説

明
会
の
実
施
企
業
は
一
四
・
四
％
、
ⅱ
）
六

〇
歳
以
降
の
雇
用
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の

研
修
の
実
施
企
業
は
四
・
八
％
、
ⅲ
）
他
社

へ
転
籍
さ
せ
る
制
度
が
あ
る
企
業
は
一
・
六

％
と
、
実
施
企
業
は
少
な
い
（
図
表
５
）。

　

な
お
、
セ
ミ
ナ
ー
・
説
明
会
の
実
施
企
業

（
五
五
八
社
）
の
、
参
加
者
へ
の
会
社
側
の

説
明
項
目
（
複
数
回
答
）
は
、「
賃
金
水
準
」

八
〇
・
三
％
、「
雇
用
形
態
（
正
社
員
か
、
非

正
社
員
か
な
ど
）」
七
九
・
九
％
、「
雇
用
契

約
期
間
」
七
六
・
七
％
等
が
多
い
。
ま
た
、

研
修
実
施
企
業
（
一
八
六
社
）
の
、
実
施
目

的
（
複
数
回
答
）
は
、「
六
〇
歳
以
降
、
継
続

し
て
雇
用
さ
れ
た
際
の
基
本
的
な
心
構
え
に

関
す
る
も
の
」
が
八
三
・
九
％
と
最
も
多
く
、

以
下
、「
予
想
さ
れ
る
仕
事
の
変
更
に
対
応
す

る
た
め
の
も
の
」
三
〇
・
六
％
等
と
な
っ
て

い
る
。

　

こ
の
他
、
五
〇
歳
以
上
の
正
社
員
を
対
象

と
し
た
制
度
に
つ
い
て
、「
常
設
の
早
期
退
職

優
遇
制
度
」
の
実
施
は
四
・
七
％
、「
転
職
支

援
の
た
め
の
取
組
み
（
転
籍
は
除
く
）」
の

実
施
は
〇
・
七
％
、「
独
立
開
業
支
援
の
た
め

の
取
組
み
」
の
実
施
は
〇
・
六
％
と
、
少
な

い
。

④
正
社
員
の
六
〇
歳
以
降
の
継
続
雇
用
の
状

況
　

前
年
に
自
社
で
六
〇
歳
を
迎
え
た
正
社
員

の
う
ち
、
六
〇
歳
以
降
も
引
き
続
き
自
社
で

雇
用
さ
れ
て
い
る
割
合
に
つ
い
て
、「
定
年
到

達
者
が
い
な
い
」
を
除
い
た
企
業
に
関
す
る

集
計
を
み
る
と
、「
全
員
」
が
四
五
・
八
％
で
、

六
割
強
（
六
三
・
五
％
）
の
企
業
が
九
〇
％

以
上
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
６
）。

　
「
全
員
」
か
ら
「
一
〇
％
未
満
」
を
選
ん

だ
企
業
（
回
答
企
業
の
七
三
・
一
％
）
に
つ

い
て
、
六
〇
歳
を
迎
え
た
正
社
員
を
引
き
続

き
雇
用
す
る
割
合
の
三
年
前（
二
〇
〇
五
年
）

と
の
変
化
を
み
る
と
、「
変
わ
ら
な
い
」
が
六

三
・
三
％
で
最
も
多
く
、「
増
加
し
た
」
が
三

二
・
八
％
で
あ
り
、「
減
少
し
た
」
は
二
・
四

％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

雇
用
割
合
が
三
年
前
と
比
べ
て
増
加
し
た

企
業
の
増
加
要
因
は
、
複
数
回
答
、
最
も
影

響
力
の
強
い
要
因
と
も
「
高
年
齢
者
雇
用
安

定
法
の
改
正
に
対
応
し
た
た
め
」（
複
数
回
答

四
八
・
二
％
、
最
も
強
い
要
因
二
九
・
四
％
）、

「
継
続
雇
用
の
希
望
者
が
増
加
し
た
か
ら
」

（
同
四
四
・
九
％
、
同
二
九
・
〇
％
）
が
多

く
な
っ
て
い
る
。

⑤
一
〇
年
前
の
五
〇
歳
正
社
員
の
六
〇
歳
ま

で
の
勤
続
割
合

　

一
〇
年
前
に
自
社
で
五
〇
歳
を
迎
え
た
正

社
員
数
を
一
〇
〇
％
と
す
る
と
、
六
〇
歳
ま

で
勤
続
し
て
い
る
割
合
は
、「
一
〇
〇
％
」
が

二
八
・
二
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
九
〇

〜
一
〇
〇
％
未
満
」
が
二
三
・
三
％
等
と
、

過
半
数
の
企
業
で
九
〇
％
以
上
と
な
っ
て
い

る
（
図
表
７
）。

図表５　60 歳に到達する前の正社員を対象とする制度の実施状況（n=3867）
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図表６　 前年60 歳を迎えた正社員のうち60 歳以降も引き続き自社
で雇用された割合（n=3867〈「定年到達者がいない」を除
いた企業：n=2874〉）
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図表７　 10 年前に50 歳を迎えた正社員のうち60 歳まで継続している割合
（n=3867）
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（
２
）
六
〇
代
前
半
の
継
続
雇
用
者

の
就
業
・
処
遇（
５
）

①
六
〇
代
前
半
の
継
続
雇
用
者
の
勤
務
状
況

　

六
〇
代
前
半
の
継
続
雇
用
さ
れ
て
い
る
従

業
員
の
週
所
定
労
働
時
間
の
定
め
ら
れ
方

（
複
数
回
答
）
は
、
ⅰ
）
定
年
到
達
前
の
従

業
員
で
は
、「
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
」
が
七
一
・

五
％
と
最
も
多
く
、
そ
れ
以
外
は
少
な
い
。

ⅱ
）
定
年
到
達
後
、
継
続
雇
用
制
度
に
よ
っ

て
雇
用
さ
れ
て
い
る
従
業
員
も
、「
フ
ル
タ
イ

ム
勤
務
」
が
七
一
・
四
％
と
も
っ
と
も
多
い

が
、「
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
四
分
の
三
程
度
」

が
一
八
・
二
％
、「
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
二
分

の
一
程
度
」
が
七
・
一
％
あ
る
（
図
表
８
）。

　

フ
ル
タ
イ
ム
以
外
の
就
業
時
間
の
設
定
を

行
っ
て
い
な
い
企
業
（
二
四
一
五
社
）
に
つ

い
て
、
そ
の
理
由
（
複
数
回
答
）
を
尋
ね
た

と
こ
ろ
、「
高
齢
者
の
積
極
的
活
用
の
趣
旨
か

ら
フ
ル
タ
イ
ム
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え

る
か
ら
」
が
五
〇
・
一
％
で
最
も
多
く
、
次

い
で
「
業
務
の
遂
行
が
難
し
く
な
る
か
ら
」

が
三
八
・
〇
％
で
あ
り
、
以
下
「
労
働
時
間

管
理
が
難
し
い
か
ら
」「
そ
の
他
」
が
九
・
六

％
等
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
六
〇
代
前
半
の
継
続
雇
用
者
の
雇

用
形
態
・
勤
務
形
態
別
の
割
合
は
、「
正
社
員

で
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
」（「
一
〇
〇
％
」
が
二

六
・
九
％
、「
〇
％
」
が
四
九
・
一
％
）、「
正

社
員
以
外
で
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
」（「
一
〇
〇

％
」
が
二
五
・
〇
％
、「
〇
％
」
が
四
七
・
七

％
）
と
こ
の
二
つ
に
集
中
し
て
い
る
。

②
六
〇
代
前
半
の
継
続
雇
用
者
の
賃
金
水
準

の
決
定

　

六
〇
代
前
半
の
継
続
雇
用
者
の
賃
金
水
準

決
定
の
際
に
考
慮
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、

１
）
定
年
到
達
前
の
従
業
員
は
、
ⅰ
）
賃
金

水
準
決
定
の
際
考
慮
し
て
い
る
点
（
複
数
回

答
）
は
、「
担
当
す
る
職
務
の
市
場
賃
金
・
相

場
」
が
三
二
・
五
％
、「
業
界
他
社
の
状
況
」

が
三
二
・
五
％
で
多
く
、
以
下
「
六
〇
歳
到

達
時
の
賃
金
水
準
」
が
二
二
・
二
％
、「
自
社

の
初
任
給
水
準
」
が
一
一
・
七
％
等
（「
無

回
答
」
が
二
五
・
六
％
）、
ⅱ
）
最
も
重
視

し
て
い
る
項
目
は
、「
担
当
す
る
職
務
の
市
場

賃
金
・
相
場
」
が
三
〇
・
〇
％
と
高
く
、
以

下
「
業
界
他
社
の
状
況
」
が
二
二
・
七
％
、「
六

〇
歳
到
達
時
の
賃
金
水
準
」
が
二
〇
・
五
％
、

「
そ
の
他
」
八
・
六
％
、「
自
社
の
初
任
給
水

準
」
七
・
七
％
等
と
な
っ
て
い
る
。

　

２
）
定
年
到
達
後
、
継
続
雇
用
制
度
に
よ

っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
従
業
員
は
、
ⅰ
）
賃

金
水
準
決
定
の
際
考
慮
し
て
い
る
点
（
複
数

回
答
）
は
、「
六
〇
歳
到
達
時
の
賃
金
水
準
」

が
四
一
・
一
％
と
最
も
多
く
、
以
下
「
高
年

齢
雇
用
継
続
給
付
の
受
給
状
況
」
二
五
・
〇

％
、「
在
職
老
齢
年
金
の
受
給
状
況
」
二
二
・

二
％
、「
担
当
す
る
職
務
の
市
場
賃
金
・
相
場
」

二
一
・
七
％
、「
業
界
他
社
の
状
況
」
が
一
八
・

九
％
等
（「
無
回
答
」
が
一
七
・
一
％
）、ⅱ
）

最
も
重
視
し
て
い
る
項
目
は
、「
六
〇
歳
到
達

時
の
賃
金
水
準
」
が
三
七
・
三
％
と
最
も
多

く
、次
い
で
「
担
当
す
る
職
務
の
市
場
賃
金
・

相
場
」
一
五
・
〇
％
で
、
以
下
「
在
職
老
齢

年
金
の
受
給
状
況
」
八
・
七
％
、「
業
界
他
社

の
状
況
」
が
八
・
二
％
、「
高
年
齢
雇
用
継
続

給
付
の
受
給
状
況
」
六
・
七
％
等
で
あ
り
、

公
的
給
付
（
在
職
老
齢
年
金
、
高
年
齢
雇
用

継
続
給
付
）
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
状
況
が
伺

わ
れ
る
（
図
表
９
）。

③
六
〇
代
前
半
・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
継
続

雇
用
者
の
状
況

１
）
六
〇
代
前
半
・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
継

続
雇
用
者
の
な
か
で
最
も
多
い
形
態

　

六
〇
代
前
半
・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
継
続

雇
用
者
の
中
で
最
も
多
い
の
は
、「
定
年
到
達

後
、
継
続
雇
用
制
度
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て

い
る
従
業
員
」
が
五
七
・
四
％
（
六
〇
代
前

半
・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
従
業
員
の
い
る
企
業

の
七
七
・
八
％
）、「
定
年
到
達
前
の
従
業
員

（
定
年
制
度
が
な
い
企
業
の
従
業
員
も
含

む
）」
が
一
六
・
三
％
（
六
〇
代
前
半
・
フ

ル
タ
イ
ム
勤
務
従
業
員
の
い
る
企
業
の
二

二
・
二
％
）、「
六
〇
代
前
半
の
フ
ル
タ
イ
ム

勤
務
の
従
業
員
は
い
な
い
」
が
一
五
・
〇
％

で
、
六
〇
代
前
半
の
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
従

業
員
が
い
る
と
回
答
し
た
企
業
は
七
三
・
七

％
で
あ
る
（
無
回
答
一
一
・
三
％
）。

図表８　 60代前半の継続雇用者の週所定労働時間の定められ方（複
数回答）（n=3867）
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図表９　 60代前半の継続雇用者の賃金水準決定の際に最も重視して
いる点（考慮している点〈複数回答〉で「業界他社の状
況」～「その他」のいずれかに回答した企業〈定年到達
前：n=2639、継続雇用制度・雇用：n=2987〉）（６）
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２
）
最
も
多
い
形
態
の
六
〇
代
前
半
・
フ
ル

タ
イ
ム
勤
務
の
継
続
雇
用
者
の
六
一
歳
時
点

の
賃
金
水
準

　

六
〇
代
前
半
の
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
従
業

員
が
い
る
企
業
に
つ
い
て
、
最
も
多
い
形
態

の
六
〇
代
前
半
・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
継
続

雇
用
者
の
、六
一
歳
時
点
で
の
賃
金
水
準（
給

与
と
賞
与
な
ど
を
合
計
し
た
年
間
賃
金
、
六

〇
歳
直
前
の
水
準
を
一
〇
〇
）
を
、
ａ
）
最

高
水
準
、
ｂ
）
平
均
的
な
水
準
、
ｃ
）
最
低

水
準
に
つ
い
て
み
る
と
、ⅰ
）「
六
〇
代
前
半
・

フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
継
続
雇
用
者
」
全
体
で
は
、

ａ
）
最
高
水
準
で
は
、「
無
回
答
」
を
除
く
と

「
一
〇
〇
」が
一
九
・
六
％
で
最
も
多
く
、「
八

〇
〜
八
九
」が
一
二
・
五
％
、「
七
〇
〜
七
九
」

が
一
一
・
一
％
等
で
、
平
均
で
は
八
一
・
七

で
あ
る
（
無
回
答
が
三
三
・
五
％
）。
ｂ
）

平
均
的
水
準
で
は
、「
無
回
答
」を
除
く
と「
六

〇
〜
六
九
」が
一
八
・
五
％
、「
七
〇
〜
七
九
」

が
一
八
・
一
％
で
多
く
、
平
均
で
は
七
一
・

一
％
で
あ
る（
無
回
答
が
二
〇
・
六
％
）。ｃ
）

最
低
水
準
は
、「
無
回
答
」
を
除
く
と
「
六
〇

〜
六
九
」
が
一
五
・
六
％
で
多
く
、「
五
〇
〜

五
九
」
が
一
三
・
五
％
、「
七
〇
〜
七
九
」
が

一
一
・
〇
％
等
で
、
平
均
は
六
三
・
六
で
あ

る
（
無
回
答
が
三
四
・
九
％
）。

　

ⅱ
）
最
も
多
い
六
〇
代
前
半
・
フ
ル
タ
イ

ム
勤
務
の
継
続
雇
用
者
が
「
定
年
到
達
前
の

従
業
員
」
の
企
業
で
は
、
ａ
）
最
高
水
準
が
、

「
無
回
答
」
を
除
く
と
「
一
〇
〇
」
が
三
二
・

三
％
と
最
も
多
く
、
以
下
「
九
〇
〜
九
九
」

の
七
・
〇
％
、「
八
〇
〜
八
九
」
の
六
・
六
％

等
で
、
平
均
は
九
〇
・
六
で
あ
る
（
無
回
答

が
三
六
・
四
％
）。
ｂ
）
平
均
的
水
準
は
、「
無

回
答
」
を
除
く
と
「
一
〇
〇
」
が
二
四
・
八

％
、
以
下
「
七
〇
〜
七
九
」
が
一
一
・
七
％
、

「
八
〇
〜
八
九
」
が
一
一
・
四
％
等
で
、
平

均
は
八
一
・
五
で
あ
る
（
無
回
答
が
二
五
・

五
％
）。
ｃ
）
最
低
水
準
は
、「
無
回
答
」
を

除
く
と
「
一
〇
〇
」
が
一
六
・
五
％
、「
六
〇

〜
六
九
」
が
一
〇
・
〇
％
、「
七
〇
〜
七
九
」

が
八
・
九
％
等
で
、
平
均
は
七
四
・
八
で
あ

る
（
無
回
答
は
三
九
・
二
％
）。

　

ⅲ
）
最
も
多
い
六
〇
代
前
半
・
フ
ル
タ
イ

ム
勤
務
の
継
続
雇
用
者
が
「
定
年
到
達
後
、

継
続
雇
用
制
度
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
る

従
業
員
」
の
企
業
で
は
、
ａ
）
最
高
水
準
が
、

「
無
回
答
」を
除
く
と
、「
一
〇
〇
」が
一
六
・

〇
％
、「
八
〇
〜
八
九
」
が
一
四
・
一
％
、「
七

〇
〜
七
九
」が
一
二
・
五
％
、「
六
〇
〜
六
九
」

が
一
一
・
三
％
等
で
、
平
均
は
七
九
・
三
で

あ
る
（
無
回
答
が
三
二
・
七
％
）。
ｂ
）
平

均
的
水
準
は
、「
無
回
答
」
を
除
く
と
、「
六
〇

〜
六
九
」
が
二
〇
・
六
％
、「
七
〇
〜
七
九
」

が
一
九
・
九
％
と
多
く
、
平
均
は
六
八
・
四

で
あ
る
（
無
回
答
が
一
九
・
二
％
）。
ｃ
）

最
低
水
準
は
、「
無
回
答
」
を
除
く
と
、「
六
〇

〜
六
九
」
が
一
七
・
三
％
、「
五
〇
〜
五
九
」

が
一
四
・
九
％
、「
七
〇
〜
七
九
」
が
一
一
・

六
％
等
で
、
平
均
は
六
〇
・
七
で
あ
る
（
無

回
答
が
三
三
・
六
％
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
六
〇
歳
直
前
と
比
べ
た
六

一
歳
時
点
の
賃
金
水
準
は
、「
定
年
到
達
前
の

従
業
員
」
の
場
合
、「
一
〇
〇
」
と
す
る
企
業

が
多
い
が
、
平
均
的
水
準
、
最
低
水
準
で
は
、

六
〇
〜
七
〇
台
の
企
業
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

「
定
年
到
達
後
、
継
続
雇
用
制
度
に
よ
っ
て

雇
用
さ
れ
て
い
る
従
業
員
」
の
場
合
、
六
〇

〜
七
〇
台
が
比
較
的
多
く
、
そ
の
上
下
に
分

布
し
、
最
低
水
準
で
は
五
〇
未
満
も
若
干
み

ら
れ
る
（
図
表
10
①
〜
③
）。

３
）
最
も
多
い
形
態
の
六
〇
代
前
半
・
フ
ル

タ
イ
ム
勤
務
の
継
続
雇
用
者
の
平
均
的
な
年

収
の
水
準
・
構
成　

　

六
〇
代
前
半
・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
従
業

員
が
い
る
と
回
答
し
た
企
業
の
、
最
も
多
い

形
態
の
六
〇
代
前
半
・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の

継
続
雇
用
者
の
平
均
的
な
年
収
（
賃
金
・
賞

与
の
他
、
企
業
年
金
、
公
的
給
付
〈
在
職
老

齢
年
金
・
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
〉を
含
む
）

に
つ
い
て
、
水
準
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

ⅰ
）「
六
〇
代
前
半
・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
継
続

雇
用
者
」
全
体
で
は
、
無
回
答
を
除
く
と
、

三
〇
〇
万
円
台
が
二
八
・
八
％
で
最
も
多
く
、

以
下
四
〇
〇
万
円
台
が
一
九
・
六
％
、
二
〇

〇
万
円
台
が
一
一
・
二
％
、
五
〇
〇
万
円
台

が
九
・
一
％
等
（
無
回
答
二
三
・
三
％
）
で
、

平
均
で
は
四
一
四
・
四
万
円
（
回
答
企
業
二

一
八
七
社
）
で
あ
る
。

　

ⅱ
）「
定
年
到
達
前
の
従
業
員
」
で
は
、
無

回
答
を
除
く
と
、
三
〇
〇
万
円
台
が
二
二
・

九
％
で
最
も
多
く
、四
〇
〇
万
円
台
が
一
八
・

図表10①　 60代前半・フルタイム継続雇用者の61歳時点の賃
金水準（60 歳直前=100）（60代前半・フルタイ
ム勤務の継続雇用者がいる企業）（n=2851）（７）
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図表10②　 定年到達前従業員の61 歳時点の賃金水準（60 歳
直前=100）（最も多い60 代前半・フルタイム勤
務の継続雇用者が「定年到達前の従業員」と回答
した企業）（n＝632）
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五
％
で
、
二
〇
〇
万
円
台
が
一
二
・
七
％
、

五
〇
〇
万
円
台
が
一
〇
・
六
％
、
七
〇
〇
万

円
以
上
が
四
・
九
％
等
で
あ
り
（
無
回
答
が

二
三
・
七
％
）、平
均
は
四
二
四
・
三
万
円
（
回

答
企
業
四
八
二
社
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

ⅲ
）「
定
年
到
達
後
、
継
続
雇
用
制
度
に
よ

っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
従
業
員
」
で
は
、
無

回
答
を
除
く
と
、
三
〇
〇
万
円
台
が
三
〇
・

四
％
で
最
も
多
く
、
次
い
で
四
〇
〇
万
円
台

が
一
九
・
九
％
で
、
以
下
二
〇
〇
万
円
台
が

一
〇
・
七
％
、
五
〇
〇
万
円
台
が
八
・
七
％

等
で
あ
り
（
無
回
答
二
三
・
三
％
）、
平
均

四
一
一
・
六
万
円（
回
答
企
業
一
七
〇
五
社
）

で
あ
る
（
図
表
11
）。

　

最
も
多
い
形
態
の
六
〇
代
前
半
・
フ
ル
タ

イ
ム
勤
務
の
継
続
雇
用
者
の
平
均
的
な
年
収

に
占
め
る「
賃
金
・
賞
与
」、「
企
業
年
金
支
給
」、

「
在
職
老
齢
年
金
」、「
高
年
齢
雇
用
継
続
給

付
」
の
割
合
（
年
収
総
額=

一
〇
〇
％
）
に

つ
い
て
、
ⅰ
）「
六
〇
代
前
半
・
フ
ル
タ
イ
ム

勤
務
継
続
雇
用
者
」
全
体
で
は
、「
無
回
答
」

が
四
五
・
二
％
と
半
数
近
く
あ
る
点
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
回
答
企
業
（
一
五
六
一

社
）
平
均
で
「
賃
金
・
賞
与
」
は
八
三
・
四

％
、「
企
業
年
金
支
給
」
は
二
・
二
％
、「
在
職

老
齢
年
金
」
は
八
・
四
％
、「
高
年
齢
雇
用
継

続
給
付
」
は
六
・
〇
％
で
あ
り
、
公
的
給
付

で
一
五
％
程
度
を
占
め
て
い
る
。

　

ⅱ
）「
定
年
到
達
前
の
従
業
員
」
で
は
、「
無

回
答
」
が
四
九
・
一
％
と
ほ
ぼ
半
数
で
あ
る

点
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、回
答
企
業（
三

二
二
社
）平
均
で「
賃

金
・
賞
与
」
は
八
八
・

五
％
、「
企
業
年
金
支

給
」は
一
・
三
％
、「
在

職
老
齢
年
金
」は
六
・

六
％
、「
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
」
は
三
・
六

％
と
な
っ
て
い
る
。

　

ⅲ
）「
定
年
到
達
後
、
継
続
雇
用
制
度
に
よ

っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
従
業
員
」
で
は
、「
無

回
答
」
が
四
四
・
二
％
と
半
数
近
く
あ
る
点

留
意
が
必
要
だ
が
、
回
答
企
業
（
一
二
三
九

社
）
平
均
で
「
賃
金
・
賞
与
」
は
八
二
・
一

％
、「
企
業
年
金
支
給
」
は
二
・
五
％
、「
在
職

老
齢
年
金
」
は
八
・
八
％
、「
高
年
齢
雇
用
継

続
給
付
」
は
六
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

定
年
到
達
前
の
従
業
員
の
方
が
定
年
後
継

続
雇
用
制
度
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
従

業
員
と
比
べ
、
賃
金
・
賞
与
の
割
合
が
や
や

高
く
、
企
業
年
金
支
給
、
在
職
老
齢
年
金
、

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
の
割
合
は
や
や
低
い

（
図
表
12
）。

④
六
〇
代
前
半
の
継
続
雇
用
者
の
配
置

　

調
査
対
象
全
企
業
の
六
〇
代
前
半
の
継
続

雇
用
者
の
配
置
に
つ
い
て
、
ⅰ
）
勤
務
場
所

に
つ
い
て
最
も
多
い
ケ
ー
ス
は
、「
通
常
、
六

〇
歳
ご
ろ
と
同
じ
事
業
所
で
、
同
じ
部
署
」

が
八
三
・
五
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
通

常
、
六
〇
歳
ご
ろ
と
同
じ
事
業
所
で
、
異
な

る
部
署
」
が
三
・
二
％
等
で
あ
り
、
ⅱ
）
継

続
雇
用
後
の
仕
事
内
容
に
つ
い
て
最
も
多
い

図表10③　 定年到達後、継続雇用制度によって雇用されてい
る従業員の61歳時点の賃金水準（60歳直前=100）
（最も多い60代前半・フルタイム勤務の継続雇用
者が「定年到達後、継続雇用制度によって雇用さ
れている従業員」と回答した企業）（n＝2219）
（８）
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定年到達前の従業員

(n=632)

定年到達後、継続雇

用制度によって雇用

されている従業員

(n=2219)

図表11　 60代前半・フルタイム勤務継続雇用者の平均的な年収（60 代前半・
フルタイム勤務の継続雇用者がいる企業）（n=2851〈定年到達前：
n=632、継続雇用制度雇用:n=2219〉）
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図表12　 60代前半・フルタイム継続雇用勤務者の平均的な年収に占める賃金・
賞与、企業年金支給、在職老齢年金、高年齢雇用継続給付の割合（平
均値）（n=1561〈定年到達前：322、継続雇用制度雇用:n=1239〉）
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ケ
ー
ス
は
、「
通
常
、
六
〇
歳
ご
ろ
と
仕
事
内

容
を
継
続
」
が
七
九
・
五
％
と
最
も
多
く
、

次
い
で「（
六
〇
歳
ご
ろ
と
仕
事
内
容
を
継
続
、

異
な
る
仕
事
内
容
）ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
」

が
六
・
六
％
等
と
な
っ
て
い
る
。
勤
務
場
所
、

仕
事
内
容
と
も
六
〇
歳
ご
ろ
と
同
じ
と
い
う

の
が
大
多
数
と
な
っ
て
い
る
。

　

調
査
対
象
全
企
業
に
つ
い
て
継
続
雇
用
者

を
配
置
す
る
際
に
配
慮
し
て
い
る
点
（
複
数

回
答
）
は
、「
慣
れ
て
い
る
仕
事
に
継
続
し
て

配
置
す
る
こ
と
」
が
七
四
・
一
％
で
四
分
の

三
を
占
め
、
最
も
多
く
、
次
い
で
「
本
人
の

希
望
」
五
三
・
〇
％
、「
技
能
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の

継
承
が
円
滑
に
進
む
よ
う
に
す
る
こ
と
」
が

三
〇
・
四
％
、「
肉
体
的
に
負
担
の
少
な
い
仕

事
に
配
置
す
る
こ
と
」
が
一
八
・
六
％
等
と

な
っ
て
い
る
（
図
表
13
）。

⑤
六
〇
代
前
半
の
継
続
雇
用
者
の
研
修 

　

六
〇
代
前
半
の
継
続
雇
用
者
を
対
象
と
す

る
研
修
を
実
施
し
て
い
る
企
業
は
二
・
八
％

と
ご
く
わ
ず
か
で
、
実
施
し
て
い
な
い
企
業

が
八
九
・
二
％
で
あ
る
。
研
修
実
施
企
業（
一

〇
九
社
）
の
実
施
目
的
（
複
数
回
答
）
は
、「
技

能
や
知
識
の
陳
腐
化
を
防
ぐ
た
め
」が
六
五
・

一
％
と
最
も
高
く
、「
仕
事
の
効
率
を
上
げ
て

も
ら
う
た
め
」
が
四
三
・
一
％
、「
よ
り
若
い

従
業
員
と
の
人
間
関
係
を
よ
く
す
る
た
め
」

が
二
八
・
四
％
、「
職
種
転
換
に
対
応
し
て
も

ら
う
た
め
」
が
一
一
・
九
％
で
あ
る
。

（
３
）
高
齢
者
雇
用
の
課
題
と
今
後

の
取
組
み

①
高
齢
者
の
雇
用
の
場
の
確
保
に
あ
た
っ
て

の
課
題

　

高
齢
者
の
雇
用
の
場
の
確
保
に
あ
た
っ
て

の
課
題
（
複
数
回
答
）
は
、「
特
に
課
題
は
な

い
」
が
二
八
・
五
％
と
最
も
多
い
も
の
の
、

課
題
と
し
て
は
、「
高
年
齢
社
員
の
担
当
す
る

仕
事
を
自
社
内
に
確
保
す
る
の
が
難
し
い
」

が
二
七
・
二
％
、「
管
理
職
社
員
の
扱
い
が
難

し
い
」
が
二
五
・
四
％
、「
定
年
後
も
雇
用
し

続
け
て
い
る
従
業
員
の
処
遇
の
決
定
が
難
し

い
」が
二
〇
・
八
％
、「
人
件
費
負
担
が
増
す
」

一
六
・
一
％
等
が
多
い
。
課
題
が
あ
る
企
業
、

な
い
企
業
に
分
か
れ
て
お
り
、
仕
事
の
確
保
、

処
遇
等
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
14
）。

②
公
的
給
付
の
支
給

　

従
業
員
の
中
に
公
的
給
付
の
支
給
を
受
け

て
い
る
者
が
い
る
企
業
は
、全
体
の
半
数（
在

職
老
齢
年
金
（
四
八
・
三
％
）、
高
年
齢
雇

用
継
続
給
付
（
五
〇
・
六
％
））
と
な
っ
て

い
る
。

　

公
的
給
付
の
支
給
を
受
け
て
い
る
従
業
員

53.0

74.1

18.6

1.6

1.4

7.7

30.4

9.3

1.4

1.4

3.1

10.1
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本人の希望

慣れている仕事に継続して配置すること

肉体的に負担の少ない仕事に配置すること

設備や作業環境の改善

マニュアルや作業指示書の改善

労働力が不足している部署に優先的に配置すること

技能やノウハウの継承が円滑に進むようにすること

従業員が互いに気兼ねをしないように配置すること

60歳以上の従業員を対象とした特別な健康診断の実施

その他

特に配慮していることはない

無回答

（％）

図表13　 60代前半の継続雇用者を配置する際に配慮している点（複数回答）
（n=3867）
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子会社・関連会社に高年齢社員雇用の場を確保するのが難しい

高年齢者の活用にむけた設備や作業環境の整備が進まない

高年齢社員を活用するノウハウの蓄積がない

管理職社員の扱いが難しい

定年後も雇用し続けている従業員の処遇の決定が難しい

定年後雇用し続けるための措置について労働組合・従業員代表

等の理解が得られない

若・壮年層社員のモラールが低下する

人件費負担が増す

生産性が低下する

その他

特に課題はない

無回答

(%)

図表14　高齢者雇用確保の課題（複数回答）（n=3867）
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図表15　 公的給付（在職老齢年金、高年齢雇用継続給付）の支給額
が変更された場合の従業員の賃金変更（公的給付支給受給
者がいる企業）（在職老齢年金：n=1867、高年齢雇用継続
給付：n=1958)
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が
い
る
企
業
に
、
今
後
、
公
的
給
付
の
支
給

額
が
変
更
さ
れ
た
場
合
、
支
給
対
象
と
な
っ

て
い
る
従
業
員
の
賃
金
を
変
更
す
る
か
ど
う

か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
賃
金
は
変
更
し
な
い
」

が
過
半
数
（
在
職
老
齢
年
金
（
五
四
・
三
％
）、

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
（
五
三
・
五
％
））

と
最
も
多
く
、
賃
金
を
変
更
す
る
企
業
は
少

な
い
（「
支
給
額
の
増
加
に
見
合
う
形
で
賃

金
を
下
げ
る
」（
在
職
老
齢
年
金
四
・
六
％
、

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
三
・
〇
％
））、「
支
給

額
の
減
少
に
見
合
う
形
で
賃
金
を
上
げ
る
」

（
在
職
老
齢
年
金
二
・
〇
％
、
高
年
齢
雇
用

継
続
給
付
二
・
九
％
））。
他
方
、「
わ
か
ら
な

い
」
が
三
分
の
一
（
在
職

老
齢
年
金
三
四
・
三
％
、

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
三

三
・
〇
％
）
あ
り
、
ま
だ

十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
状
況
も
伺
わ
れ

る
（
図
表
15
）。

③
六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
の
実

施
・
検
討

１
）
六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
の
実

施
・
検
討
状
況

　

六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
に
つ
い

て
、「
実
施
も
検
討
も
し
て
い
な
い
」が
六
二
・

一
％
と
六
割
以
上
で
最
も
多
い
。「
す
で
に

実
施
し
て
い
る
」
企
業
が
二
三
・
一
％
と
約

四
分
の
一
と
な
っ
て
お
り
、「
実
施
は
し
て
い

な
い
が
、
検
討
し
て
い
る
」
企
業
は
一
二
・

六
％
で
あ
る
（
図
表
16
）。

２
）
六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
の
検

討
内
容

　
「
六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
を
実

施
は
し
て
い
な
い
が
、
検
討
し
て
い
る
」
企

業
（
四
八
六
社
）
の
、
検
討
内
容
（
複
数
回

答
）
は
、「
定
年
制
（
廃
止
も
含
む
）
や
継
続

雇
用
制
度
で
の
対
応
以
外
で
企
業
の
実
情
に

応
じ
て
働
く
こ
と
が
出
来
る
何
ら
か
の
仕
組

み
」
が
四
九
・
六
％
と
半
数
で
最
も
多
い
。

次
い
で
、「
継
続
雇
用
制
度
の
上
限
年
齢
の
引

き
上
げ
」
が
二
一
・
〇
％
、「
定
年
年
齢
の
引

き
上
げ
」
一
二
・
六
％
、「
継
続
雇
用
制
度
の

上
限
年
齢
の
廃
止
」
一
二
・
一
％
、「
定
年
廃

止
」
五
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
継

続
雇
用
制
度
の
上
限
年
齢
の
引
き
上
げ
」
検

討
企
業
（
一
〇
二
社
）
の
上
限
年
齢
は
、
無

回
答
が
三
三
・
三
％
と
多
い
が
、「
七
〇
歳
」

が
過
半
数
（
五
二
・
九
％
）
で
あ
り
、「
定
年

年
齢
の
引
き
上
げ
」
検
討
企
業
（
六
一
社
）

の
定
年
年
齢
は
、 

無
回
答
が
九
一
・
八
％
で

回
答
企
業
が
一
割
未
満
と
留
意
が
必
要
だ
が
、

年
齢
の
範
囲
は
六
七
〜
七
〇
歳
と
な
っ
て
い

る
。

３
）
六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
が
必

要
だ
と
考
え
る
理
由

　

六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
を
「
実

施
」あ
る
い
は「
実
施
し
て
い
な
い
が
検
討
」

し
て
い
る
企
業
（
一
三
七
九
社
）
の
、
六
五

歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
が
必
要
だ
と
考

え
る
理
由
（
複
数
回
答
）
は
、「
高
齢
者
で
も

十
分
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
」が
六
二
・

〇
％
、「
会
社
に
と
っ
て
戦
力
と
な
る
高
齢
者

を
積
極
的
に
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
」

が
五
九
・
〇
％
と
、
い
ず
れ
も
六
割
程
度
で

多
い
。
以
下
、「
高
齢
者
の
雇
用
機
会
を
確
保

す
る
こ
と
が
社
会
的
な
要
請
と
な
っ
て
い
る

か
ら
」
三
二
・
二
％
、「
今
後
、
若
年
層
を
確

保
す
る
の
が
難
し
く
な
る
か
ら
」
一
八
・
一

％
、「
公
的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
が
六
六
歳

以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
か
ら
」
一
五
・
七
％
等
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
ⅰ
）
六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確

保
措
置
を
「
実
施
」
し
て
い
る
企
業
（
八
九

三
社
）
で
は
、「
高
齢
者
で
も
十
分
に
働
く
こ

と
が
で
き
る
か
ら
」
六
九
・
一
％
で
最
も
多

く
、
次
い
で
「
会
社
に
と
っ
て
戦
力
と
な
る

高
齢
者
を
積
極
的
に
活
用
す
る
必
要
が
あ
る

か
ら
」
が
六
二
・
四
％
で
、
以
下
、「
高
齢
者

の
雇
用
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
が
社
会
的
な

要
請
と
な
っ
て
い
る
か
ら
」三
〇
・
〇
％
、「
今

後
、
若
年
層
を
確
保
す
る
の
が
難
し
く
な
る

か
ら
」
一
八
・
四
％
、「
公
的
年
金
の
支
給
開

始
年
齢
が
六
六
歳
以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
」
一
〇
・
〇
％
等

で
あ
る
。
ⅱ
）
六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保

措
置
を
「
実
施
し
て
い
な
い
が
検
討
」
し
て

い
る
企
業
（
四
八
六
社
）
は
、「
会
社
に
と
っ

て
戦
力
と
な
る
高
齢
者
を
積
極
的
に
活
用
す

る
必
要
が
あ
る
か
ら
」
が
五
二
・
九
％
で
最

も
多
く
、
次
い
で
「
高
齢
者
で
も
十
分
に
働

く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
」
が
四
九
・
〇
％
、

以
下
、「
高
齢
者
の
雇
用
機
会
を
確
保
す
る
こ

と
が
社
会
的
な
要
請
と
な
っ
て
い
る
か
ら
」

三
六
・
二
％
、「
公
的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢

が
六
六
歳
以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
か
ら
」
二
六
・
三
％
、「
今
後
、

若
年
層
を
確
保
す
る
の
が
難
し
く
な
る
か

ら
」
一
七
・
五
％
等
で
あ
る
。

　

高
齢
者
が
十
分
働
け
る
、
戦
力
と
な
っ
て

い
る
、
と
い
う
要
因
が
最
も
多
く
、
雇
用
確

保
措
置
の
実
施
企
業
で
特
に
そ
の
割
合
が
高

い
。次
い
で
社
会
的
要
請
と
な
っ
て
い
る（
図

表
17
）。
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図表16　65歳より先の雇用確保措置の実施・検討状況（n=3867）
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図表17　 65歳より先の雇用確保措置が必要だと考える理由（複数回答）
（雇用確保措置を実施・検討している企業：n=1379〈確保措置実
施：n=893、確保措置検討：n=486〉）
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４
）
六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
を
実

施
す
る
場
合
に
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
取

組
み
、
あ
る
い
は
す
で
に
実
施
し
て
い
る
取

組
み

　

六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
を
「
実

施
」あ
る
い
は「
実
施
し
て
い
な
い
が
検
討
」

し
て
い
る
企
業
に
つ
い
て
、
六
五
歳
よ
り
先

の
雇
用
確
保
措
置
を
実
施
す
る
場
合
に
必
要

に
な
る
と
思
わ
れ
る
取
組
み
、
あ
る
い
は
す

で
に
実
施
し
て
い
る
取
組
み
（
複
数
回
答
）

は
、「
継
続
雇
用
者
の
処
遇
改
訂
」
が
三
〇
・

七
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
特
に
必
要
な

取
組
み
は
な
い
」
が
二
六
・
〇
％
、「
新
た
な

勤
務
シ
フ
ト
の
導
入
」
二
〇
・
七
％
等
で
あ

り
、
無
回
答
が
二
六
・
一
％
あ
る
。
こ
の
う

ち
、
ⅰ
）
六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置

を
「
実
施
」
し
て
い
る
企
業
で
は
、「
特
に
必

要
な
取
組
み
は
な
い
」
が
三
一
・
八
％
で
最

も
多
く
、
次
い
で
「
継
続
雇
用
者
の
処
遇
改

訂
」
が
二
六
・
〇
％
、「
新
た
な
勤
務
シ
フ
ト

の
導
入
」
一
九
・
四
％
、「
設
備
や
作
業
環
境

の
整
備
」
八
・
一
％
等
で
、
無
回
答
が
二
四
・

六
％
あ
る
。
ⅱ
）
六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確

保
措
置
を
「
実
施
し
て
い
な
い
が
検
討
」
し

て
い
る
企
業
で
は
、「
継
続
雇
用
者
の
処
遇
改

訂
」
が
三
九
・
五
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で

「
新
た
な
勤
務
シ
フ
ト
の
導
入
」
二
三
・
三

％
で
あ
り
、
以
下
、「
特
に
必
要
な
取
組
み
は

な
い
」が
一
五
・
二
％
、「
適
職
開
拓
の
充
実
」

一
三
・
〇
％
、「
設
備
や
作
業
環
境
の
整
備
」

一
二
・
一
％
等
で
、
無
回
答
が
二
八
・
八
％

あ
る
（
図
表
18
）。

　
「
継
続
雇
用
者
の
処
遇
改
訂
」
や
「
特
に

必
要
が
な
い
」
は
「
実
施
」
企
業
と
「
検
討
」

企
業
で
差
が
あ
り
、
ま
た
、
取
組
み
が
必
要

な
企
業
と
そ
う
で
な
い
企
業
と
に
分
か
れ
て

い
る
状
況
が
み
ら
れ
る
。

５
）
六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
を
実

施
・
検
討
し
て
い
な
い
理
由

　

六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
措
置
を
実
施

も
検
討
も
し
て
い
な
い
企
業（
二
四
〇
〇
社
）

に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
（
複
数
回
答
）
を
尋

ね
る
と
、「
六
五
歳
ま
で
の
対
応
で
精
一
杯
で

あ
り
、
六
五
歳
か
ら
先
の
雇
用
は
差
し
迫
っ

た
課
題
で
な
い
と
考
え
る
か
ら
」
が
四
八
・

五
％
で
最
も
多
く
、
次
い
で
「
個
々
の
従
業

員
の
体
力
や
能
力
に
差
が
あ
り
、
一
律
に
雇

用
・
処
遇
す
る
の
は
難
し
い
か
ら
」
が
三
八
・

九
％
、「
六
五
歳
以
降
の
労
働
者
は
健
康
・
体

力
面
で
の
不
安
が
増
す
か
ら
」
が
三
〇
・
五

％
、「
社
内
の
新
陳
代
謝
が
進
ま
な
い
か
ら
」

が
二
六
・
五
％
、「
望
ん
で
い
る
従
業
員
が
あ

ま
り
多
く
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
」が
二
一
・

七
％
と
な
っ
て
い
る
。「
人
件
費
の
増
大
が

予
想
さ
れ
る
か
ら
」
一
二
・
〇
％
、「
六
五
歳

以
降
の
労
働
者
は
生
産
性
が
大
き
く
低
下
す

る
か
ら
」
一
一
・
五
％
、「
現
行
の
評
価
処
遇

制
度
や
賃
金
制
度
の
大
幅
な
改
定
を
伴
う
か

ら
」
四
・
五
％
の
割
合
は
低
い
（
無
回
答
が

一
一
・
三
％
）（
図
表
19
）。
現
状
、
六
五
歳

ま
で
の
対
応
に
追
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
能

力
・
体
力
等
で
多
様
な
高
齢
者
へ
の
対
応
等

が
課
題
と
い
う
状
況
が 

伺
え
る
。

　

４
．
今
後
の
課
題

　

現
状
で
は
、
企
業
の
高
齢
者
雇
用
（
六
五

歳
以
上
も
含
め
）
の
取
り
組
み
方
に
は
大
き

な
差
が
み
ら
れ
る
。
高
齢
者
の
雇
用
に
つ
い

て
、
仕
事
の
確
保
、
処
遇
が
課
題
と
い
う
企

業
が
多
い
が
、
他
方
で
課
題
が
な
い
と
い
う

企
業
も
多
い
。

　

六
五
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
に
つ
い
て

は
、
量
的
に
は
進
展
し
、
雇
用
確
保
が
図
ら

れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
質
的
な
課
題
が
指
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65歳までの対応で精一杯であり、65歳から先の雇用は差し迫っ

た課題でないと考えるから

人件費の増大が予想されるから

社内の新陳代謝が進まないから

現行の評価処遇制度や賃金制度の大幅な改定を伴うから

65歳以降の労働者は健康・体力面での不安が増すから

65歳以降の労働者は生産性が大きく低下するから

望んでいる従業員があまり多くないと思われるから

個々の従業員の体力や能力に差があり、一律に雇用・処遇する

のは難しいから

その他
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図表19　 65歳より先の雇用確保措置を実施・検討していない理由(複数回答）
（雇用確保措置を実施も検討もしていない企業）（n=2400）
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図表18　 65歳より先の雇用確保措置を実施する場合に必要となると思われ
る取組み、あるいはすでに実施している取組み（複数回答）（雇
用確保措置を実施・検討している企業：n=1379〈確保措置実施：
n=893、確保措置検討：n=486〉）
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摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
六
〇
代
前
半
の
雇
用

確
保
は
、
制
度
と
し
て
は
定
年
は
六
〇
歳
定

年
が
主
流
で
、
継
続
雇
用
が
中
心
で
あ
り
、

継
続
雇
用
制
度
も
希
望
者
全
員
は
少
な
く
、

基
準
に
適
合
し
た
者
を
対
象
と
す
る
の
が
多

い
。
仕
事
、
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
、
仕
事

の
内
容
・
場
所
は
六
〇
歳
頃
と
同
じ
場
合
が

多
い
が
、
就
業
形
態
は
非
正
規
が
多
く
、
ま

た
、勤
務
形
態
も
フ
ル
タ
イ
ム
が
定
年
前（
六

〇
歳
頃
）
と
同
様
の
仕
事
内
容
で
あ
る
者
が

多
い
一
方
で
、
賃
金
水
準
は
六
〇
歳
直
前
よ

り
低
下
し
て
い
る
者
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
年
収
水
準
は
公
的
給
付
で
あ
る
程
度

ま
か
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
。
六
〇
歳
到
達

前
の
社
員
を
対
象
と
し
た
制
度
の
実
施
は
少

な
い
他
、
六
〇
代
前
半
層
の
研
修
も
少
な
い
。

　

六
五
歳
よ
り
先
の
雇
用
確
保
は
多
く
の
企

業
は
実
施
も
検
討
も
し
て
い
な
い
。
六
五
歳

よ
り
先
の
雇
用
確
保
を
図
っ
て
い
る
企
業

（
検
討
企
業
も
含
め
）
は
、
企
業
の
実
情
に

応
じ
た
仕
組
み
で
戦
力
と
な
る
高
齢
者
へ
の

対
応
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
と
く
に
六
五
歳

よ
り
先
の
高
齢
者
雇
用
は
、
高
齢
者
の
就
業

ニ
ー
ズ
・
能
力
・
体
力
が
多
様
で
あ
る
こ
と

等
か
ら
、
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
と
は
企
業
の

取
組
み
方
、
制
度
的
対
応
等
に
違
い
が
あ
る

と
推
察
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
企
業
の
継
続
雇
用
等
の
実
施
状
況

と
高
齢
者
の
就
業
ニ
ー
ズ
と
の
乖
離
が
み
ら

れ
る（
８
）。

　

今
後
、
団
塊
の
世
代
が
二
〇
一
二
年
に
は

六
五
歳
に
到
達
し
始
め
る
こ
と
、
二
〇
一
三

年
度
か
ら
報
酬
比
例
部
分
の
支
給
開
始
年
齢

の
引
き
上
げ
が
始
ま
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
る

と
、
六
〇
歳
以
降
の
高
齢
者
雇
用
は
、
喫
緊

の
課
題
で
あ
り
、
企
業
も
こ
れ
ま
で
以
上
に

高
齢
者
の
能
力
の
活
用
を
図
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
職
業
能

力
は
そ
れ
ま
で
の
仕
事
経
験
の
上
に
培
わ
れ

て
く
る
の
で
あ
り
、
高
齢
期
に
な
る
前
の
働

き
方
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
高
齢
者
の
就

業
意
欲
や
生
活
等
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

雇
用
情
勢
は
依
然
厳
し
い
状
況
で
あ
る
が
、

中
長
期
視
点
に
た
ち
、
高
齢
者
の
就
業
ニ
ー

ズ
も
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
た
、
六
〇
歳
に
な
る

前
の
期
間
も
含
め
て
賃
金
・
人
事
処
遇
制
度

（
定
年
制
度
、
継
続
雇
用
制
度
を
含
む
）
の

見
直
し
、
職
場
環
境
の
整
備
、
能
力
開
発
機

会
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
政
労
使
が
一
体
と
な
っ
て
、
こ

う
し
た
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
と
考

え
ら
れ
る
。

※ 
論
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
見
解
は
執
筆
者

個
人
の
責
任
で
発
表
す
る
も
の
で
あ
り
、

筆
者
の
属
す
る
組
織
と
し
て
の
見
解
を
示

す
も
の
で
は
な
い
。

〔
注
〕

１
．
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
高
年
齢
者
雇
用
確
保

措
置
義
務
年
齢
は
、
二
〇
〇
六
年
度
六
二
歳
、
二
〇
〇

七
〜
二
〇
〇
九
年
度
六
三
歳
、
二
〇
一
〇
〜
二
〇
一
二

年
度
六
四
歳
、
二
〇
一
三
年
度
以
降
六
五
歳
と
な
っ
て

お
り
、
本
調
査
時
点
で
は
六
三
歳
で
あ
る
。
本
調
査
結

果
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
資
料
シ
リ
ー
ズ
№
67
「
高
齢
者
の

雇
用
・
採
用
に
関
す
る
調
査
」
と
し
て
と
り
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
全
文

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
（http://w

w
w
.jil.go.jp/

institute/research/2010/067.htm

）。

２
．
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
全
文
ダ
ウ
ン
ロ

ー

ド

可

能
（http://w

w
w
.jil.go.jp/institute/

reports/2010/0120.htm

）

３
．
回
答
企
業
に
は
五
〇
人
未
満
の
企
業
も
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
最

新
更
新
時
以
降
に
、
該
当
企
業
に
お
い
て
従
業
員
数
の

減
少
等
が
生
じ
た
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。

４
．「
継
続
雇
用
制
度
」
は
、「
再
雇
用
制
度
」（
定
年
年
齢

に
達
し
た
者
を
い
っ
た
ん
退
職
さ
せ
た
後
再
雇
用
す
る

制
度
）
と
「
勤
務
延
長
制
度
」（
定
年
に
到
達
し
た
者
を

退
職
さ
せ
る
こ
と
な
く
引
き
続
き
雇
用
す
る
制
度
）
の

両
制
度
の
総
称
を
い
う
。

５
．
こ
こ
で
の
「
継
続
雇
用
者
」
と
は
、
六
〇
歳
に
到
達

す
る
ま
で
調
査
対
象
企
業
に
正
社
員
と
し
て
勤
続
し
、

六
〇
歳
以
降
も
当
該
企
業
で
雇
用
さ
れ
続
け
て
い
る
従

業
員
（
正
社
員
ま
た
は
非
正
社
員
）
の
こ
と
を
意
味
し
、

「
六
〇
代
前
半
」
は
六
〇
〜
六
四
歳
を
指
す
。

６
．「
そ
う
し
た
従
業
員
は
い
な
い
」
回
答
が
、
定
年
到

達
前
一
社
、
継
続
雇
用
制
度
雇
用
二
社
あ
っ
た
。

７
．
最
高
水
準
の
三
〇
未
満
は
、
回
答
企
業
数
が
一
社
の

た
め
、
割
合
は
〇
・
〇
％
表
示
と
な
っ
て
い
る
。

８
．
例
え
ば
、
本
号
で
別
途
紹
介
さ
れ
て
い
る
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
の
高
齢
者
の
個
人
調
査
（「
高
年
齢
者
の
雇
用
・
就

業
の
実
態
に
関
す
る
調
査
」（
二
〇
〇
九
年
））
で
は
、

高
齢
者
（
五
五
〜
六
九
歳
）
の
就
業
希
望
は
六
五
歳
以

上
が
多
く
、
望
ま
し
い
定
年
年
齢
は
六
五
歳
が
大
多
数

で
あ
り
、
自
社
の
継
続
雇
用
制
度
へ
の
要
望
は
継
続
雇

用
時
の
賃
金
水
準
の
引
き
上
げ
、
希
望
者
全
員
の
継
続

雇
用
等
が
多
い
。
ま
た
、
五
五
歳
当
時
雇
用
者
で
そ
れ

以
降
の
最
初
の
定
年
・
退
職
後
の
最
も
希
望
し
て
い
た

（
い
る
）
就
業
状
況
に
つ
い
て
、
仕
事
か
ら
の
収
入
は

定
年
退
職
後
と
同
程
度
の
収
入
が
最
も
多
く
、
雇
用
者

と
し
て
働
く
こ
と
を
最
も
希
望
し
て
い
た
（
い
る
）
者

の
最
も
希
望
す
る
就
業
形
態
は
、
正
社
員
が
最
も
多
い
。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

ふ
じ
い
・
ひ
ろ
か
ず
／
厚
生
労
働
省
職
業

安
定
局
雇
用
政
策
課
労
働
市
場
分
析
官
、

前
・
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
統
括
研
究
員

東
京
大
学
経
済
学
部
卒
業
。
専
門
分
野
は

労
働
経
済
、
統
計
。
一
九
八
四
年
労
働
省

入
省
、
経
済
企
画
庁
出
向
、
労
働
省
政
策

調
査
部
労
働
経
済
課
課
長
補
佐
、（
財
）
連

合
総
合
生
活
開
発
研
究
所
主
任
研
究
員
、

厚
生
労
働
省
政
策
統
括
官
付
労
働
政
策
担

当
参
事
官
室
労
働
経
済
調
査
官
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ

Ｐ
Ｔ
統
括
研
究
員
を
経
て
、
今
年
七
月
末

か
ら
現
職
。「
労
働
白
書
」、「
労
働
経
済
白

書
」、「
経
済
白
書
」
の
執
筆
に
参
加
。
主

な
研
究
成
果
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
研
究
シ
リ
ー
ズ
№
３
『
こ
れ
か
ら
の

雇
用
戦
略
ー
誰
も
が
輝
き
活
力
あ
ふ
れ
る

社
会
を
目
指
し
て
』（
共
著
、二
○
○
七
年
）

等


